
第４２回市民みんなのまつりの出演者募集

参加費無料　※出演に関する経費（運搬・交通費など）は全て出演者負担。
申し込み資格どなたでも。ただし、申し込み多数の場合、市内の方を優
先する場合があります
パフォーマンス場所市役所ステージまたは東久留米駅西口路上ステージ
パフォーマンス時間入・退場を含め１５分以内
　※�同じグループを複数に分けて１５分以上続けて出演することはできま
せん。別時間枠で
あれば出演可能で
す。

提出物ステージ出演申
込書、当日使用する音
源（出演者名、氏名、

曲名、楽曲時間を記入してください）
申込用紙の配布期間・ 場所 ８ 月１３日㈫～ ９ 月 ９ 日㈪に産業政策課窓口
（市役所 ６階）および市nで　※申込用紙の配布および受け付けは、開庁
日時の午前 ８時半～午後 ５時（正午～午後 １時を除く）です。
k ８ 月１３日㈫～ ９月 ９日㈪に申込用紙に出演内容などを記入の上、出演
者本人が産業政策課に持参し提出してください。なお、申込用紙は返却
しません
　※�出演の可否および時間などは、審査・選考の上、決定します。なお、
応募多数の場合はご希望に沿えない場合もあります。あらかじめご
了承ください。

l産業政策課☎０４２・４７０・７７４３
市役所ステージ 路上ステージ

　１１月 ９ 日㈯・１０日㈰に開催される市民みんなのまつりでは、毎年多くの出演者が演奏や合唱、創作ダンスなどのパフォーマ
ンスを披露し、まつりを大いに盛り上げます。今年もまつりを盛り上げてくれる出演者を募集します。

市n

　市内の魅力あるスポットの周遊性や移動の利便性の向上等に有効であるかを検証するため、シェアサイクルサービス「H
ハ ロ ー
ELLO�C

サ イ ク リ ン グ
YCLING」を

展開するOpenStreet社と連携し、実証実験を行います。実証実験は ８月 １日から開始し、市内に設置した１４地点のシェアサイク
ルサービスの貸出・返却拠点（ステーション）が利用可能です。ステーションの位置や利用方法などは、市nをご覧ください。
l事業全体について＝産業政策課振興企画係☎０４２・４７０・７７４３
　利用方法等のサービスについて＝HELLO CYCLINGお客様サポート窓口☎０５０・３８２１・８２８２

市n

だれでも使える 新しい移動方法

S G

乗りたい時に借りて、
行きたい場所で返せる

スマホアプリを
登録するだけで使える

シェアサイクルステーションの設
置場所・利用可能状況はアプリで
確認できます。

どなたでも一度登録すれば、全国の
「HELLO CYCLING」のシェアサイク
ルステーションを利用可能です。クレ
ジットカードだけでなく、スマホのキ
ャリア決済にも対応しています。

01 03東久留米市
内外で使える

「HELLO CYCLING」のシェアサイク
ルステーションがあれば、自治体を
越えての利用・返却ができます。

「HELLO CYCLING」のシェアサイク
ルステーションがあれば、自治体を
越えての利用・返却ができます。
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HELLO CYCLINGn

アプリのダウンロード
はこちら

シェアサイクルの“ ３つの便利”

約0.1㎞
（1分）

市内西部の名所・マンホール巡りルートの一例　※場所などの詳細は市nをご覧ください。

「ブラック・ジャック」のマンホールと
「るるめちゃん（ピンク）」のマンホールカード配布中

るるめちゃん（緑）マンホール「ピノコ（青）」のマンホール

生涯学習センター

スパジアム・ジャポン付近 神宝小学校前

南沢湧水群＆南沢氷川神社

竹林公園

落合川沿い
ウォーキング
ロード

落合川いこいの水辺

東京ドームスポーツセンター

市役所駐輪場ステーション

東久留米市役所
START

S

上の原東公園
ステーション

GOAL

G

「ピノコ（ピンク）」のマンホールと
マンホールカード配布中

「ブラック・ジャック＆ドクター・キリコ」
のマンホールカード配布中

約0.8㎞
（4分）

約0.7㎞
（3分）

約0.5㎞
（2分）

約1.5㎞
（8分）

約0.6㎞
（3分）

約1㎞
（5分）

約0.5㎞
（2分）

利用料金
初乗３０分：１３０円
以降１５分ごと：１００円
（最大１２時間１，８００円）

※�利用車体・エリアに
より料金が異なりま
す。

シェアサイクルならお出かけルートが自由自在

シェアサイクルシェアサイクルでで市内市内をを巡巡ろうろう

今号の主な内容

No. 1355
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8／1 号
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金等の支給について… ２面

・ ６年１１月から児童扶養手当の制度が一部変わります… ３面

・市民と市長の座談会　「竜馬が来る」……………… ３面

・市職員募集…………………………………………… ３面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち
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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（非課税化・均等割のみ課税化世帯給付分）・
定額減税補足給付金（調整給付）の支給について l市重点支援給付金コールセンター

☎０４２・４７０・７８６３（土曜・日曜日、祝日
を除く午前 ８時半〜午後 ５時１５分）

（ ３）申請について
■オンライン申請時の注意点
　受付開始当初はアクセスが集中し、つながりにくい状態となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

■詐欺にご注意ください
　この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給に
あたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にあ
りません。

■郵送の場合の送付先
〒２０３−８５５５　東京都東久留米市本町 ３− ３− １　重点支援給付金担当宛て

■申請受付期間

１０月３１日㈭まで（必着）
申請書または確認書を市に提出後、審査を経て支給
となる場合は、振込日を記載した決定通知書を送付
します。

■申請・相談受付窓口を開設します
　期間 ８ 月 １ 日㈭〜１０月３１日㈭
　　　閉庁日時を除く午前 ９時〜午後 ５時
　場所市役所 １階南出入口横特設ブース

　市では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（非課税化・均等割のみ課税
化世帯給付分）」・「定額減税補足給付金（調整給付）」を支給します。
　申請書の入手方法など、詳細は市nをご覧いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。
　※この給付金は、法令により非課税および差押禁止の取扱いになります。

例①＋②＝12,000円の場合、20,000円が支給されます。
支給額　＝　①　＋　②

①
（３万円×減税対象人数※１）
定額減税可能額

令和６年分
推計所得税額※２

〈所得税〉

②
（１万円×減税対象人数※１）
定額減税可能額

令和６年度
住民税額（所得割）

〈住民税〉

①所得税の定額減税可能額－令和６年分推計所得税額※２ （①＜０の場合は０）
②住民税の定額減税可能額－令和６年度住民税額（所得割） （②＜０の場合は０）

定額減税しきれないと見込まれる額…①＋②の合計額（１万円単位で切り上げる）支給額

※１　減税対象人数＝納税者本人＋控除対象配偶者＋扶養親族（16歳未満の扶養親族を含む）の数
なお、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外住居者は対象外です。

※２　令和５年所得等を基にした推計額

（ ２）定額減税補足給付金（調整給付）
◆支給対象世帯
　 ６年度住民税が東久留米市で課税されており、基準
日（ ６年 ６月 ３日）時点の情報で定額減税しきれないと
見込まれる方
　※�５ 年中の合計所得金額が１,８０５万円以下の納税義
務者が対象です。

対象世帯 申請方法
市から
「定額減税補足給付金（調整給付）の支給について（同意書）」が届いた
世帯（７月下旬より順次発送）

申請不要 同意書の内容をご確認いただき、確認期間経過後に振り込まれます

市から
「定額減税補足給付金（調整給付）支給確認書」（確認書）が届いた世帯
（８月上旬発送予定）

確認書などを返信用
封筒で郵送・オンラ
イン申請

確認書や必要書類などを同封の返信用封筒により提出、または確認書記載のURL・二次
元コードよりオンライン申請してください。

※ご自身が対象と思われる方で、上記の同意書または確認書が届かない方はコールセンターにお問い合わせください。

表　申請方法

市n（定額減税
補足給付金〈調
整給付〉）

（ １）電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（非課税化・均等割のみ課税化世帯給付分）

対象世帯 申請方法
市から
「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（非課税化・均等割
のみ課税化世帯給付分）の支給について（同意書）」が届いた世帯
（７月下旬より順次発送）

申請不要
同意書の内容をご確認いただき、確認期間経過後に振り込まれます。こども加算給付も対
象の方は同意書記載の支給額・対象児童数もご確認ください。
　※�６年６月４日～１０月３１日に生まれた新生児や、別居しているものの生計が同一であ
る児童がいる場合は、別途申請が必要です。

市から
「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（非課税化・均等割
のみ課税化世帯給付分）申請書（請求書）」（申請書）が届いた世帯
（８月上旬発送予定）

申請書などを返信用
封筒で郵送・オンラ
イン申請

対象要件に合致していることをご確認いただき、給付対象となる場合のみ、郵送または、
申請書記載のURL・二次元コードよりオンラインで申請してください。
　※こども加算給付も対象の方は同時に申請してください。

６年１月２日以降の転入者を含むなど、６年度市民税の情報が市で
確認できない世帯

申請書などを入手の
上、窓口または郵送
で提出

申請書を入手し、郵送または、申請・相談受付窓口（市役所１階南出入口横特設ブース）等
に提出し、申請をしください。
　※こども加算給付も対象の方は同時に申請してください。

表　申請方法

◆支給対象世帯
　基準日（ ６年 ６月 ３日）時点で東久留米市に住民登録があり、 ６年度
に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯

※次のいずれかに該当する場合は対象外です。
　①�５ 年度非課税世帯の追加給付分（ ７万円給付金〈ただし、家計急変
世帯を除く〉）の支給を受けている

　②�５ 年度均等割のみ課税世帯給付分（１０万円給付金）の支給を受けて
いる

　③他市区町村の①または②と同趣旨の給付金の支給を受けている
　④�世帯全員が、住民税を課税されている他の親族等の扶養を受けて
いる

　⑤租税条約に基づく住民税の課税免除の適用を受けている方がいる

◆支給額
　 １世帯あたり１０万円
　子育て世帯については、平成１８年 ４ 月 ２ 日以降に生まれた児童 １人
あたり ５万円を加算（こども加算給付）

■配偶者からの暴力（DV）等により避難している方へ
　配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難
している方で、事情により ６年 ６月 ３日以前に東久
留米市に住民票を移すことができなかった方につい
ても受給できる場合がありますので、コールセンタ
ーまたは、申請・相談受付窓口（市役所 １ 階南出入
口横特設ブース）等までご相談ください。

市n（非課税・
均等割のみ課税
化世帯給付分）
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



l職員課☎０４２・４７０・７７１６市職員募集 市民と市長
の座談会 「竜馬が来る」「竜馬が来る」
l生活文化課市民相談・施設係☎０４２・４７０・７７３８

　市長が市民の皆さんと直接お会いし、市民の皆さんが設定
した市政に関するテーマについて意見交換を通じてご意見な
どを伺います。
a①１０月２０日㈰午後 ２時～ ３時、②２６日㈯午前１１時～正午、
　③２６日㈯午後 ２時～ ３時
　※�応募団体が①～③の中から開催希望日時を １つ設定。
b応募団体が手配する市内の会場（個人宅は除く）
e市内に在住または在学するおおむね ５人以上の団体
f全 ３ 団体。上記の各日時につき １ 団体を募集（応募多数の
場合は抽選）
j応募団体が市政に関するテーマを設定。会場設営・司会進
行なども応募団体が対応。参加人数は
おおむね ５人以上２０人以内
k ８ 月１５日㈭～３０日㈮午後 ５時に、申
し込みフォーム、または「市民と市長
の座談会申込書」（市nま
たは生活文化課窓口など
で取得可）で申し込みを
　※申込書は生活文化課
（市役所 ２階）へ持参して
ください。

申し込みフォーム
（８月15日公開）

　 ６月 ５日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、 ６年１１月分
（ ７年 １月支給分）の児童扶養手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。 l児童青少年課助成支援係☎０４２・４７０・７７３６

７ 年 １ 月支給分（ ６年１１月・１２月分）から所得制限限度額が次のとおり変更されます。

例：対象児童 ３人で全部支給の場合
現行　⇒月額６２,７００円
　　　　（４５,５００円＋１０,７５０円＋６,４５０円）
変更後⇒月額６７,０００円
　　　　（４５,５００円＋１０,７５０円＋１０,７５０円）

現行 ６年11月分以降（変更後）

第１子 全部支給 ４５,５００円

変更なし一部支給 ４５,４９０円～１０,７４０円

第２子加算額 全部支給 １０,７５０円
一部支給 １０,７４０円～５,３８０円

第３子以降加算額 全部支給 ６,４５０円 １０,７５０円
一部支給 ６,４４０円～３,２３０円 １０,７４０円～５,３８０円

※申請者の収入に応じて額が異なります。

第 ３子以降加算額（6,450円）を第 ２子の加算（10,750円）と同額まで引き上げ2

受給者本人の所得制限限度額を引き上げ１

扶養親族
等の人数

受給資格者本人の所得制限限度額 配偶者・扶養義務者
・孤児等の養育者
※現行から変更なし

全部支給 一部支給
現行 ６年１１月分から 現行 ６年１１月分から

０人 ４９万円未満

⇒

６９万円未満 １９２万円未満

⇒

２０８万円未満 ２３６万円未満
１人 ８７万円未満 １０７万円未満 ２３０万円未満 ２４６万円未満 ２７４万円未満
２人 １２５万円未満 １４５万円未満 ２６８万円未満 ２８４万円未満 ３１２万円未満
３人 １６３万円未満 １８３万円未満 ３０６万円未満 ３２２万円未満 ３５０万円未満
４人 ２０１万円未満 ２２１万円未満 ３４４万円未満 ３６０万円未満 ３８８万円未満
５人以上 １人につき３８万円加算

◆主な変更内容

　現在、児童扶養手当の資格がある方（全部停止により手当額が ０円の方も含む）は ８月の現況届提出により変更後の基準に更新します。
　資格がない方で以下の要件に該当し、かつ、所得範囲内になる見込みの方は１０月中に新規申請をお願いします。
　申請方法などの詳細は市nをご覧ください。
〇児童扶養手当の支給対象となる方
　次に該当する年齢が原則１８歳に達した日の属する年度末までの児童を養育している父か母、または養育者
①父母が離婚した児童
②父または母が死亡した児童
③父または母が重度の障害をもつ児童

④父または母が生死不明の児童
⑤父または母に １年以上遺棄されている児童
⑥父または母が １年以上拘禁されている児童

⑦母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑧父または母が、母または父からの申立てに
　より発せられたＤＶ保護命令を受けた児童

◆制度変更に伴う手続きについて

６ 年１１月から児童扶養手当の制度が一部変わります６ 年１１月から児童扶養手当の制度が一部変わります

市n

表　市職員募集の職種・募集人数など
採用時期 職種 試験区分 募集人数

令和７年１月１日
以降採用

一般事務 Ⅰ類（大学卒程度） 若干名Ⅱ類（短大卒程度）
土木技術・建築技術 Ⅰ類（大学卒程度） 若干名土木技術・建築技術（主任採用） Ⅰ類（大学卒程度）

令和７年４月１日
以降採用

一般事務 Ⅰ類（大学卒程度）

１５人程度Ⅱ類（短大卒程度）

一般事務（障害者） Ⅰ類（大学卒程度）
Ⅱ類（短大卒程度）

土木技術・建築技術 Ⅰ類（大学卒程度） 若干名土木技術・建築技術（主任採用） Ⅰ類（大学卒程度）
保健師 － 若干名
児童指導
（心身障害児通園施設の指導員） － 若干名

※�試験では書類審査・適性検査・集団討論・口述による面接試験を行います。配慮が必要な方は、申
し込み前にご相談ください。　（例＝車椅子を使用しているため、会場に配慮してほしいなど）

職員募集のポスター

　 ７年 １月 １日および ４月 １日以降に採用する職員を
募集します。募集職種・人数などは、下表の通りです。
その他受験資格などは、募集要項をご確認ください。
募集要項の配布 ８ 月 １ 日㈭以降、市nから取得してく
ださい
申込受付期間 ８ 月 １ 日㈭～２９日㈭（必着）
申込方法市nから申し込み後、受験票な
どを郵送で送付してください。詳細は募
集要項をご覧ください 市n
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こ
ど
も

と
教
育

新
小
学
一
年
生
の 

就
学
時
健
康
診
断

　
７
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学

予
定
の
方
を
対
象
に
、
健
康
診

断
を
実
施
し
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
就
学
時
健
康
診

断
通
知
書
を
送
付
し
ま
す（
９

月
中
旬
ご
ろ
発
送
予
定
）。
住

民
登
録
上
の
入
学
予
定
校
で
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

a
１０
月
３
日
㈭
～
１１
月
２０
日
㈬

　
※
受
け
付
け
は
各
小
学
校
で
、

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
か
ら
行

い
ま
す（
左
表
参
照
）。

e
平
成
３０
年
４
月
２
日
～
３１
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

i
①
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
は
、
学
務
課
保
健
給
食
係

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
▼
病
気
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ

り
、
住
民
登
録
上
の
入
学
予
定

校
で
受
診
で
き
な
い
方
▼
私
学

な
ど
、
他
校
へ
入
学
予
定
で
受

診
さ
れ
な
い
方
▼
９
月
２５
日
㈬

ま
で
に
通
知
書
が
届
か
な
い
方

②
外
国
籍
の
お
子
さ
ん
で
、
就

学
を
希
望
す
る
方
は
早
め
に
同

課
学
事
係（
市
役
所
６
階
）で
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

７
９特

別
児
童
扶
養
手
当
を

振
り
込
み
ま
す

　
６
年
４
月
～
７
月
分
の
特
別

児
童
扶
養
手
当
を
指
定
預
金
口

座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

振
込
予
定
日
８
月
９
日
㈮

　
※
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入

金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

特
別
児
童
扶
養
手
当
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

　
次
の
要
件
な
ど
に
該
当
す
る

２０
歳
未
満
の
障
害
児
を
養
育
し

て
い
る
方
で
、
現
在
手
当
を
受

け
て
い
な
い
方
は
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

e
▼
知
的
障
害（
愛
の
手
帳
１

～
３
度
程
度
）が
あ
る
児
童
▼

身
体
に
障
害（
身
体
障
害
者
手

帳
１
～
３
級
程
度
）が
あ
る
児

童
な
ど

支
給
額
▼
重
度
の
障
害
児（
１

級
）＝
５
万
５
３
５
０
円
▼
中

度
の
障
害
児（
２
級
）＝
３
万
６

８
６
０
円

◎
現
在
受
給
中
の
方
は
現
況
届

の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

　
現
況
届
は
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
を
継
続
し
て
支
給
す
る
た

め
に
必
要
な
も
の
で
、
提
出
が

な
い
と
手
当
が
支
給
で
き
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
受
給
中
の
方
に
は
現

況
届
の
お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま

す
。
受
付
期
間
中
に
児
童
青
少

年
課（
市
役
所
２
階
）へ
ご
来
庁

い
た
だ
き
、
窓
口
で
お
渡
し
す

る
用
紙
に
ご
記
入
を
お
願
い
し

ま
す
。

現
況
届
受
付
期
間
８
月
１
日
㈭

～
３０
日
㈮

l
同
課
助
成
支
援
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
３
６

就
学
援
助
費
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な

ど
に
よ
り
、
公
立
小
・
中
学
校

の
教
育
費
が
大
き
な
負
担
と
な

っ
て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
費

用
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　
市
外
か
ら
の
転
入
な
ど
に
よ

り
、
ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な

い
方
は
、
学
務
課（
市
役
所
６

階
）で
至
急
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

e
お
子
さ
ん
と
生
計
を
一
に
す

る
方
全
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
る
家
庭

①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止（
認
定
基
準
を
上
回
る
収
入

が
あ
る
場
合
や
転
出
の
場
合
を

除
く
）②
６
年
度
市
民
税
の
非

課
税
ま
た
は
減
免
③
個
人
事
業

税
・
固
定
資
産
税
・
国
民
年
金

の
掛
金
・
国
民
健
康
保
険
税
の

減
免
④
児
童
扶
養
手
当
の
受
給

⑤
収
入
金
額（
５
年
分
）が
認
定

基
準
以
下

j
６
年
中
に
収
入
が
減
少
す
る

な
ど
し
て
家
計
が
急
変
し
た
家

庭
に
つ
い
て
は
、
同
年
の
収
入

状
況
に
よ
り
判
定
し
ま
す

l
同
課
学
事
係
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
７
９

母
子
・
父
子
自
立
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
事
業

　
市
で
は
、
児
童
扶
養
手
当
受

給
者
の
状
況
・
ニ
ー
ズ
等
に
応

じ
た
個
別
の
自
立
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ

い
て
、
各
種
支
援
事
業
を
活
用

す
る
こ
と
で
、
き
め
細
や
か
で

継
続
的
な
自
立
・
就
労
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。

e
原
則
と
し
て
市
内
に
住
所
を

有
す
る
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

（
生
活
保
護
受
給
者
は
対
象
外
）

k
児
童
青
少
年
課（
市
役
所
２

階
）へ
電
話
予
約
の
上
、
ご
相

談
く
だ
さ
い

l
同
課
助
成
支
援
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
３
６

こどもと教育

病
気
や
け
が
で
障
害
が

残
っ
た
と
き
は 

障
害
基
礎
年
金
を

　
次
の
受
給
要
件
を
満
た
す

場
合
、
障
害
基
礎
年
金
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

◎
受
給
要
件

　
①
初
診
日
に
お
い
て
、
国

民
年
金
の
加
入
者
ま
た
は
６０

歳
以
上
６５
歳
未
満
で
老
齢
基

礎
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い

国
内
在
住
者

　
②
初
診
日
の
前
々
月
ま
で

に
保
険
料
を
納
め
た
期
間（
保

険
料
免
除
等
の
期
間
を
含
む
）

が
加
入
期
間
の
３
分
の
２
以
上

あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
初
診
日

の
前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に
未

納
が
な
い
こ
と

　
③
障
害
認
定
日（
※
）の
障
害

程
度
が
政
令
に
定
め
ら
れ
て
い

る
障
害
等
級
の
１
級
か
２
級
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合

（
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
と

は
異
な
り
ま
す
）

　
※
病
気
や
け
が
で
初
め
て
医

師
の
診
療
を
受
け
た
日
か
ら
１

年
６
カ
月
を
経
過
し
た
日
、
ま

た
は
１
年
６
カ
月
以
内
に
症
状

固
定
し
た
日
。

◎
２０
歳
前
に
初
診
日
が
あ
る
時

　
２０
歳
前
に
病
気
や
け
が
で
障

害
が
残
っ
た
方（
国
民
年
金

の
障
害
等
級
が
１
級
か
２
級

に
該
当
し
た
場
合
）も
、
２０

歳
に
な
る
と
障
害
年
金
が
受

け
ら
れ
ま
す（
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
）。

　
手
続
き
先
は
、
初
診
日
が

第
１
号
被
保
険
者
期
間
中
ま

た
は
２０
歳
前
で
あ
る
時
は
市

保
険
年
金
課（
市
役
所
１
階
）

ま
た
は
年
金
事
務
所
、
厚
生

年
金
や
第
３
号
被
保
険
者
期

間
中
な
ど
で
あ
る
場
合
は
年

金
事
務
所
の
み
と
な
り
ま
す
。

l
武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０

４
２
２
・
５
６
・
１
４
１
１

国
民
年
金

だ
よ
り

表　令和７年度入学予定者　就学時健康診断日程

学校名 電話
（市外局番０４２） 実施日

第一小学校 ４７１・００１４ １０月１６日㈬

第二小学校 ４７１・０１３４ １０月１１日㈮

第三小学校 ４７１・０１０４ １１月１４日㈭

第五小学校 ４６１・５８４３ １０月２５日㈮

第六小学校 ４７１・５３７０ １１月１３日㈬

第七小学校 ４７１・０１１４ １０月２３日㈬

第九小学校 ４７１・７５４８ １０月３０日㈬

第十小学校 ４７３・９１９６ １１月５日㈫

小山小学校 ４７４・１６９１ １０月３日㈭

神宝小学校 ４７４・４１０８ １０月８日㈫

南町小学校 ４６１・２６６２ １１月２０日㈬

本村小学校 ４７４・０４０４ １１月１日㈮

◎現況届等の提出が必要です
　表 １の手当を継続して受給する場合は、前年の所得状況や支給要件などの現況確認
の届け出が必要です。提出がない場合、 ６年１１月期分からの手当が支給されません。
現在受給している方には現況届を順次送付します。

表１　現況届等の提出が必要な手当・対象・提出期限
手当 対象 提出期限

障害児
福祉手当

２０歳未満で、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生
活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方。ただし、
施設入所者および障害年金等の受給者には支給されません。
　※�本人および扶養義務者等の所得制限あり。申請には医師の専用
様式による診断書等が必要。 ８月１日㈭～

９月１１日㈬

特別
障害者手当

２０歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害を有するため、
日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の
方。ただし、施設入所者および病院等に継続して３カ月を超えて入
院している方は支給されません。
　※�本人および扶養義務者等の所得制限あり。申請には医師の専用
様式による診断書等が必要。

重度心身
障害者手当

常時特別な介護を必要とする６５歳未満の重度心身障害者で、次の
①～③のいずれかに認定された方
①重度の知的障害で常時特別な介護を必要とする方②重度の知的障
害と身体障害の重複障害の方③重度の肢体不自由で四肢機能が失わ
れ座っていることが困難な方。ただし、施設入所者および継続して
３カ月を超えて入院している方には支給されません。
　※�都が直接判定を行います。２０歳以上は本人、２０歳未満は扶養
義務者の所得制限あり。

８月１日㈭～
９月２日㈪

◎ ８ 月に所得判定の対象となる所得の年が切り替わります
　表 ２の手当は、対象要件を満たし、かつ令和 ５年中の所得
が基準額を下回る場合、支給の対象となる可能性があります。

表２　所得判定の対象となる所得の年が切り替わる手当と対象
手当 対象

心身障害者
福祉手当

次の①・②のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１～３度、脳性ま
ひまたは進行性筋萎縮症のいずれかに該当する２０歳以
上の方②身体障害者手帳３・４級の方、愛の手帳４度の
方、難病医療費助成受給者の方。
　※�施設入所の方、６５歳以上で新たに対象要件を満た
した方、児童育成手当の障害手当を受給中の方は受
給できません。

心身障害者
福祉手当
住宅加算

次の①・②のすべてに該当する方
①手当月額１万５５００円の心身障害者福祉手当を受給し
ている方②市内の民間アパート・借家等にお住まいで、
市より他の住宅扶助を受けていない非課税世帯の方。

　障害児福祉手当・特別障害者手当など受給対象は次の通りです
（表 １・表 ２参照）。ただし、所得制限があります。
l障害福祉課☎０４２・４７０・７７４７

障害がある方のための手当
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高
齢
者

・
福
祉

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー 

「
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座
」

　
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
を
す
で
に
受
講
し
た
方
を
対

象
に
、
地
域
で
認
知
症
の
方
や

家
族
を
支
え
る
た
め
の
活
動
に

つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
る
２
日

間
の
講
座
で
す
。
認
知
症
サ
ポ

ー
タ
ー
か
ら
一
歩
進
ん
で
活
動

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

a
b
左
表
の
通
り

c
講
話
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な

どe
す
で
に
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座
を
受
講
し
た
市
民
の

方f
先
着
５０
人
程
度

k
８
月
１
日
㈭
か
ら
電
話
で
在

住
地
域
を
担
当
す
る
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー（
東
部
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
２

８
・
７
７
８
８
、
中
部
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
５

１
・
５
１
２
１
、
西
部
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７

２
・
０
６
６
１
）へ（
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）

l
介
護
福
祉
課
地
域
ケ
ア
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
７
７（
内

線
２
５
０
１
～
２
５
０
３
）

介
護
保
険
施
設
に
お
け

る
居
住
費（
部
屋
代
）・ 

食
費
の
軽
減
制
度

　
介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
と
き
は
、
施
設
サ
ー

ビ
ス
費（
利
用
料
）の
自
己
負
担

分（
負
担
割
合
＝「
１
割
」「
２

割
」「
３
割
」の
い
ず
れ
か
）に
加

え
、
居
住
費
・
食
費
・
日
常
生

活
費
な
ど
の
費
用
を
支
払
い
ま

す
が
、
所
定
の
要
件
に
全
て
該

当
す
る
方
は
、
申
請
に
よ
り
居

住
費
・
食
費
の
軽
減
制
度（
負

担
限
度
額
認
定
）が
受
け
ら
れ

ま
す
。

◎
居
住
費
・
食
費
の
軽
減
制
度

（
負
担
限
度
額
認
定
）と
は

　
所
得
区
分
に
応
じ
て
居
住
費

・
食
費
の
負
担
限
度
額（
施
設

に
支
払
う
１
日
当
た
り
の
自
己

負
担
額
の
上
限
）が
設
け
ら
れ

ま
す
。
認
定
期
間
は
、
申
請
が

あ
っ
た
月
の
初
日
～
翌
年
７
月

３１
日（
１
月
～
７
月
の
申
請
の

場
合
は
同
年
７
月
３１
日
ま
で
）

で
す
。
毎
年
８
月
１
日
を
基
準

日
と
し
て
更
新
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。
施
設
入
所
や
短
期
入

所
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
申
し
込
み

の
予
定
が
あ
る
場
合
は
、
早
め

に
介
護
福
祉
課（
市
役
所
１
階
）

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
、
広
報
６
年
６
月
１

日
号
４
面
ま
た
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

対
象
サ
ー
ビ
ス
▼
施
設
サ
ー
ビ

ス（
介
護
老
人
福
祉
施
設
・
介

護
老
人
保
健
施
設
・
介
護
医
療

院
な
ど
）▼
短
期
入
所
サ
ー
ビ

ス（
短
期
入
所
生
活〈
療
養
〉介

護
・
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

〈
療
養
〉介
護
）

要
件
①
世
帯
全
員
お
よ
び
配
偶

者（
世
帯
が
分
離
し
て
い
る
場

合
を
含
む
）が
住
民
税
非
課
税

②
預
貯
金
な
ど
資
産
の
合
計
額

が
基
準
額
以
下（
左
表
参
照
）

k
随
時
受
け
付
け

　
※
新
た
に
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
予
定
が
あ
る
方
、
要
件
に

当
て
は
ま
ら
ず
更
新
申
請
を
行

わ
な
か
っ
た
方
、
ま
た
は
更
新

申
請
を
し
た
が
認
定
結
果
が
非

該
当
で
あ
っ
た
方
で
も
、
そ
の

後
の
所
得
状
況
や
世
帯
状
況
、

預
貯
金
な
ど
の
資
産
状
況
が
変

わ
り
、
要
件
に
当
て
は
ま
っ
た

時
点
で
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
判
定
の
結
果
、
承
認
さ

れ
た
場
合
は
、
申
請
月
の
初
日

か
ら
負
担
限
度
額
が
適
用
と
な

り
ま
す
。

l
同
課
介
護
サ
ー
ビ
ス
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
５
０

表　講座の日時と場所

日時 場所

１日目 ９月１３日㈮
午後２時～４時 市民プラザホール（市役所１階）

２日目 ９月２７日㈮
午後２時～４時

▼東部地域包括支援センター担当地域
在住の方（上の原・神宝町・金山町・
氷川台・大門町・東本町・新川町・浅
間町・小山）＝東部地域センター講習
室
▼中部地域包括支援センター担当地域
在住の方（学園町・ひばりが丘団地・
本町・中央町・幸町・南沢・前沢一～
三丁目・南町）＝中央町地区センター
第３・４会議室
▼西部地域包括支援センター担当地域
在住の方（前沢四、五丁目・滝山・下
里・柳窪・野火止・八幡町・弥生）＝
特別養護老人ホームけんちの里

表　預貯金等の基準

収入等が下記の場合 ➡ 預貯金等の基準

住
民
税
非
課
税
世
帯

合計所得金額と課税年金収入額、非課税
年金収入額の合計が年間１２０万円超 ➡ 単身で５００万円以下、

夫婦で１，５００万円以下

合計所得金額と課税年金収入額、非課税
年金収入額の合計が年間８０万円超
１２０万円以下

➡ 単身で５５０万円以下、
夫婦で１，５５０万円以下

合計所得金額と課税年金収入額、非課税
年金収入額の合計が年間８０万円以下 ➡ 単身で６５０万円以下、

夫婦で１，６５０万円以下

老齢福祉年金受給者 ➡ 単身で１，０００万円以下、
夫婦で２，０００万円以下

生活保護受給者等 ➡ 要件なし

※�第２号被保険者（６５歳未満）の方の預貯金等の基準は収入等に関係なく単身で
１，０００万円以下、夫婦で２，０００万円以下です。

東久留米市シニアクラブ
（各クラブ）会員募集

　シニアクラブ連合会は市内２０のクラブから組織され、約１,３００人の会員が活動しています。各
クラブへの問い合わせや入会申し込みは各クラブの会長（下表参照）までお願いします。おおむね
６０歳以上の方であればどなたでも入会ができますので、この機会に入会をお待ちしています。

表　東久留米市シニアクラブ一覧（氏名は敬称略）
クラブ名 会長名 主な活動地域 主な活動内容 電話

１ 上の原クラブ 小川　洋子 上の原・神宝町・金山町など カラオケ教室、カラオケワイワイ、輪投げ、いきいき体操、健康麻雀、エアロビク
ス、スカットボール、脳トレなど ０９０・７０１５・３０６１

２ 落合ふれんず 細田　力 浅間町・新川町 グラウンドゴルフ、カラオケ、書道、健康麻雀、ストレッチ体操、輪投げ、スカット
ボールなど ０８０・１０７７・６２８８

３ 門前会 貫井　勝義 大門町・東本町・金山町・氷川台 歩こう会、カラオケ、手芸、輪投げ、吹き矢、スカットボール、水彩画など ０４２・４７１・０６２５

４ 氷川台サンライズ 清水　欣二 氷川台 ラジオ体操、歩こう会、折り紙手芸の会、唄おう会、健康麻雀、グラウンドゴルフ、
輪投げ、スカットボール、健康マグネット吹き矢、太極拳、ボウリング、囲碁など ０９０・１１２２・８３５７

５ 丸実会 阿蘇　茂男 本町・中央町・幸町 ゲートボール、グラウンドゴルフ、舞踊、民謡、カラオケ、唄の会、カントリーダン
ス、健康麻雀、絵画、ストレッチ、エアロビクス、サロン活動など ０４２・４７１・６４９１

６ 銀杏会 川岡　光子 中央町・本町・幸町 グラウンドゴルフ、カラオケ、ハーモニカ、手話、塗り絵、手芸、太極拳、エアロビ
クス、詩吟、カントリーダンス、輪投げ、スカットボール、おしゃべりサロンなど ０４２・４７４・６７１２

７ 悠々会 森田　多吉 中央町・本町・幸町 ゲートボール、グラウンドゴルフ、舞踊、詩吟、唄おう会、スカットボール、輪投げ
など ０４２・４７８・９８３３

８ 福寿会 岩間　恒之 本町・中央町 ゲートボール、グラウンドゴルフ、軽スポーツ、カラオケ、手芸、健康麻雀、詩吟など ０９０・２７６１・５４５７
９ 小山クラブ 當麻　繁 小山・幸町・氷川台・前沢・下里 グラウンドゴルフ、カラオケ、ウォーキング、健康体操、焦がし絵教室など ０４２・４７３・０９５６

１０ 野火止会 栗田　美江子 野火止
輪投げ、スカットボール、シルバー体操、グラウンドゴルフ、レクダンス、舞踊、カ
ラオケ、三味線、大正琴、書道、健康麻雀、手芸、エアロビクス、ストレッチ体操、
ぶらり歩きの会など

０４２・４７３・１８１５

１１ ほんむらクラブ 小野　武夫 野火止・下里周辺 カラオケ、手芸、俳句、健康麻雀、将棋、ウォーキング、棒体操、スカットボール、
輪投げ、吹き矢、グラウンドゴルフなど ０４２・４７７・０７３７

１２ 中央クラブ 鈴木　美津子 中央町・幸町・八幡町 グラウンドゴルフ、輪投げ、スカットボール、ウォーキング、手芸、舞踊、華道、茶
道、カントリーダンス、カラオケなど ０４２・４７３・０１１６

１３ 雅友会 山之口　大 前沢地区 カラオケ、グラウンドゴルフ、ボウリング、唄おう会、卓球、いきいき体操、書道、
ストレッチ体操、レクダンスなど ０９０・２９３５・７４１９

１４ 前沢ときわ会 鈴木　勲平 前沢地区 カラオケ、カントリーダンス、ターゲット・バードゴルフ、グラウンドゴルフ、健康
麻雀、ストレッチ体操、輪投げ、スカットボールなど ０８０・６５２０・１１３３

１５ 滝山青葉会 金野　保正 滝山・前沢・柳窪・下里など
カラオケ、唄おう会、民謡、カントリーダンス、健康麻雀、囲碁、ボウリング、グラ
ウンドゴルフ、スカットボール、輪投げ、踊り、ボッチャ、ウォーキング会、バドミ
ントン、談話室（サロン活動）、料理の会など

０８０・５０６６・４９５５

１６ 草の実会 佐藤　千恵子 滝山・柳窪・前沢・下里・八幡町など
健康麻雀、カラオケ、社交ダンス、カントリーダンス、詩吟、俳句、舞踊、大正琴、
レクダンス、グラウンドゴルフ、スカットボール、輪投げ研究会、唄おう会、習字、
手芸、ストレッチ体操など

０４２・４７１・２６０７

１７ メダカの会 竹本　卓爾 滝山・前沢・柳窪・下里など カラオケ、カントリーダンス、舞踊、健康麻雀、スカットボール、輪投げ、グラウン
ドゴルフ、輪踊り、わくわく体操、茶道など ０９０・５４９７・７１２６

１８ 滝山住宅悠々会 上田　和俊 滝山団地周辺 わくわくすこやか体操、ラジオ体操、ジョギング、防災カフェ、防災ボランティア、
歩こう会、輪投げ、囲碁など（講師の先生募集中） ０８０・７９４６・１１２５

１９ いちょうクラブ 宮下　俊彦 下里住宅周辺 グラウンドゴルフ、舞踊、カラオケ、合唱、健康麻雀、手芸、絵手紙、輪投げなど ０９０・１４５２・８３８１
２０ 西美里会 江刈内　勉 久留米西住宅周辺 園芸、グラウンドゴルフ、唄おう会、スカットボール、輪投げ、健康麻雀など ０４２・４７３・９１４１
東久留米市シニアクラブ連合会　会長　貫井　勝義☎０４２・４７１・０６２５
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　市では、個人の住宅や管理者が居る集合住宅など、民有
地にできたハチの巣の駆除は行っていません。ハチの巣は、
手入れ不足の庭木などに作られることが特に多いため、手
入れを充分にしてください。
◎ハチの巣を取り除くとき
　薬局などで購入したハチ専用の駆除スプレーでの駆除も
可能ですが、特にスズメバチは凶暴で攻撃性が強いため専
門の駆除業者への依頼をお勧めします。
◎駆除業者の紹介
　市と協定を結んだ市内の駆除業者を紹介します。
i駆除費用は自己負担です。依頼する場合は、複数の業者
から見積もりを取り、ご検討ください

住
環
境

８
月
26
日
は 

火
山
防
災
の
日

　
５
年
６
月
に「
活
動
火
山
対

策
特
別
措
置
法
」が
一
部
改
正

さ
れ
、
国
民
の
間
に
広
く
活
動

火
山
対
策
に
つ
い
て
の
関
心
と

理
解
を
深
め
る
た
め
、
８
月
２６

日
を「
火
山
防
災
の
日
」と
す
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
８

月
２６
日
は
、
明
治
４４
年
に
日
本

で
最
初
の
火
山
観
測
所
が
浅
間

山
に
設
置
さ
れ
観
測
が
始
ま
っ

た
日
で
す
。

　
噴
火
災
害
か
ら
身
を
守
る
た

め
に
は
、
気
象
庁
が
発
表
す
る

火
山
防
災
情
報
に
基
づ
き
、
噴

火
警
戒
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
行
動

を
と
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
「
火
山
防
災
の
日
」を
ひ
と
つ

の
き
っ
か
け
と
し
て
、
噴
火
災

害
の
発
生
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

l
東
京
管
区
気
象
台
☎
０４２
・
４

９
７
・
７
２
１
７

気象庁n
（火山防災の日）

気象庁n
（火山登山者

向け情報）

お
知
ら
せ

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支

援
貸
付
事
業

　
都
で
は
、
受
験
生
を
持
つ
生

計
中
心
者
に
対
し
、
学
習
塾
な

ど
の
費
用
や
受
験
費
用
を
無
利

子
で
貸
し
付
け
て
い
ま
す
。
高

校
・
大
学
・
専
門
学
校
な
ど
の

対
象
校
に
入
学
し
た
場
合
、
返

済
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

４
年
度
よ
り
収
入
要
件
が
緩
和

さ
れ
、
連
帯
保
証
人
が
不
要
と

な
り
ま
し
た
。

貸
付
対
象
中
学
３
年
生
、
高
校

３
年
生
、
６
年
４
月
１
日
時
点

で
２０
歳
未
満
の
高
校
・
大
学
の

中
途
退
学
者
・
浪
人
生
な
ど

貸
付
金
額
▼
学
習
塾
等
貸
付
金

＝
２０
万
円
▼
受
験
料
貸
付
金
＝

中
学
３
年
生
な
ど
が
２
万
７
４

０
０
円
、
高
校
３
年
生
な
ど
が

８
万
円（
い
ず
れ
も
上
限
額
）

j
利
用
に
は
一
定
の
条
件
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い

k
７
年
１
月
３１
日
㈮
ま
で
に
福

祉
総
務
課（
市
役
所
１
階
）へ
。

都
の
事
業
で
す
が
、
申
し
込
み

は
同
課
が
窓
口
と
な
り
ま
す
。

申
請
書
は
７
年
１
月
２４
日
㈮
ま

で
に
事
前
に
連
絡
の
上
、
同
課

に
受
け
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
で
の
手
続
き
も
可
能
で
す

l
福
祉
総
務
課
福
祉
政
策
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
９

市n

全
国
家
計
構
造
調
査
に

ご
協
力
を

調
査
の
目
的
国
が
統
計
法
に
基

づ
き
５
年
ご
と
に
実
施
す
る
重

要
な
統
計
調
査
で
、
家
計
に
お

け
る
消
費
や
所
得
、
資
産
な
ど

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

の
も
の
で
す

e
国
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ

て
、
無
作
為
に
選
ば
れ
た
地
域

に
居
住
し
て
い
る
世
帯

調
査
の
方
法
８
月
上
旬
か
ら
調

査
員
が
対
象
と
な
る
地
域
の
世

帯
を
訪
問
し
、
世
帯
主
の
氏
名

な
ど
を
お
尋
ね
し
ま
す
。
そ
の

後
、
９
月
上
旬
か
ら
家
計
簿
や

調
査
票
の
記
入
の
お
願
い
に
伺

い
ま
す

j
▼
調
査
員
は
調
査
員
証
を
携

帯
し
て
い
ま
す
▼
調
査
票
の
回

答
内
容
は
統
計
法
に
よ
っ
て
厳

重
に
保
護
さ
れ
、
統
計
作
成
の

目
的
以
外
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん

l
総
務
課
統
計
調
査
担
当
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
８
１
０総務省統計局n

市
内
情
報
の
検
索
は 

く
る
く
る
チ
ャ
ン
ネ
ル

　

東
久
留
米
の
情
報
サ
イ
ト

「
く
る
く
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
」は
市

内
情
報
満
載
の
サ
イ
ト
で
す
。

ま
た
、
市
内
や
近
隣
の
役
立
つ

情
報
を
簡
単
に
検
索
で
き
る
サ

ブ
サ
イ
ト「
く
る
く
る
案
内
所
」

で
は
、「
＃
く
る
く
る
案
内
所
」

を
つ
け
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
情
報
共
有

も
で
き
ま
す
。

◎
出
張
く
る
く
る
チ
ャ
ン
ネ
ル

案
内
所

　
サ
イ
ト
に
登
録
を
希
望
さ
れ

る
団
体
の
受
け
付
け
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

の
使
い
方
な
ど
を
対
面
で
相
談

で
き
ま
す
。

a
毎
月
第
３
水
曜
日
午
前
１０
時

～
１１
時
４５
分（
８
月
を
除
く
）

b
市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば

j
詳
細
は

く
る
く
る

チ
ャ
ン
ネ

ル
n
を
ご

覧
く
だ
さ

いl
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
運

営
委
員
会
事
務
局
m（kuru-

chan@
jcom

.zaq.ne.jp

）

ま
た
は
生
活
文
化
課
市
民
協
働

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
８

盛
土
規
制
法
の
運
用
開
始

　
盛
土
等
に
よ
る
災
害
か
ら
人

命
を
守
る
た
め
、「
宅
地
造
成
及

び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」（
盛
土

規
制
法
）が
新
た
に
定
め
ら
れ
、

都
で
は
７
月
３１
日
か
ら
運
用
が

開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　
東
久
留
米
市
は
全
域
が
宅
地

造
成
等
工
事
規
制
区
域
に
指
定

さ
れ
、
市
内
で
盛
土
等
を
行
う

場
合
は
都
の
許
可
が
必
要
と
な

る
ほ
か
、
過
去
に
宅
地
造
成
な

ど
で
盛
土
等
が
行
わ
れ
た
土
地

を
常
時
安
全
な
状
態
に
維
持
す

る
努
力
義
務
が
土
地
所
有
者
等

に
課
さ
れ
ま
す
。

　
詳
細
は
都
n
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

l
市
都
市
計
画
課
住
宅
開
発
指

導
担
当
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

８
２

都n

職
員
募
集

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

　
募
集
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市n

①
学
童
保
育
所
児
童
厚
生
指
導

員（
専
門
職
・
産
休
育
休
代
替

職
員
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

１
２
４
時
間
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
７
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

募
集
人
数
１
人

報
酬
月
額
２１
万
７
９
７
０
円

応
募
資
格
の
有
無
有

②
学
童
保
育
所
児
童
厚
生
員

（
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

７５
時
間
程
度
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
６
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

募
集
人
数
若
干
名

報
酬
時
給
１
１
７
４
円

応
募
資
格
の
有
無
無

《
共
通
事
項
》

任
用
期
間
９
月
１
日
～
７
年
３

月
３１
日（
終
了
後
再
度
任
用
の

場
合
あ
り
）

勤
務
場
所
市
内
学
童
保
育
所

募
集
説
明
会
８
月
７
日
㈬
午
前

１１
時
か
ら（
４０
分
程
度
）・
市
役

所
５
階
５
０
２
会
議
室

申
込
期
間
８
月
９
日
㈮
ま
で

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

民有地のハチ対策民有地のハチ対策
l環境政策課生活環境係☎０４２・４７０・７７５３

スズメバチ市n 

l東久留米消防署危険物係☎０４２・４７１・０１１９

STOP！電気火災
　電気火災の占める割合は年々増加傾向にあり、死者も発生しています。火を使
用している意識がないため、火災に気づきにくく危険です。電気火災の原因を理
解し、火災の発生を防ぎましょう。

■主な火災の原因
●トラッキング現象
　コンセントと差し込みプラグの
間に溜まったほこりが湿気を含む
ことで、電気が流れて発火する。
●過電流（たこ足配線）
　コンセントに複数の電気機器を
つなぎ、許容量を超えて使用する
ことで発熱し、発火する。

■火災の防止方法
●コンセントにほこりをためないよう掃除をする。水をかけない。
●たこ足配線をしない（許容電流を超えて電気を使用しない）。
●電気プラグはしっかりと差し込む。コードを束ねて使用しない。
●�電気機器の使用方法を理解し、間違った使い方をしない。故障や不具合の有無
を確認する。

①コンセントと
プラグの隙間に
ほこりがたまる

②ほこりが湿気
を吸う

③火花が出る ④火災発生

トラッキング現象のメカニズム

くるくる
チャンネルn

6．8．1 6

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

住環境 お知らせ 職員募集



官
公
署

　
な
ど

都
営
住
宅
入
居
者
募
集

種
類
・
対
象
①
ポ
イ
ン
ト
方
式

（
家
族
向
け
の
み
）＝
ひ
と
り
親

世
帯
向
け
、
高
齢
者
世
帯
向
け
、

心
身
障
害
者
世
帯
向
け
、
多
子

世
帯
向
け
、
特
に
所
得
の
低
い

一
般
世
帯
向
け
、
車
い
す
使
用

者
世
帯
向
け

②
抽
せ
ん
方
式
＝
単
身
者
向
け
、

車
い
す
使
用
者
向
け（
単
身
、

世
帯
向
け
）、
シ
ル
バ
ー
ピ
ア

（
単
身
・
二
人
世
帯
向
け
）

　
※
②
は
居
室
内
で
病
死
な
ど

が
あ
っ
た
住
宅
を
一
部
含
み
ま

す
。

　
※
①
・
②
そ
れ
ぞ
れ
に
申
し

込
み
資
格
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
募
集
案
内
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

案
内
配
布
期
間
・
場
所
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
８
月
１
日
㈭
～

９
日
㈮
に
、
都
市
計
画
課（
市

役
所
５
階
）、
上
の
原
・
ひ
ば

り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
他
で
募
集

案
内
を
配
布（
配
布
期
間
中
は

都
住
宅
供
給
公
社
n
か
ら
も
取

得
で
き
ま
す
）

　
※
８
月
３
日
㈯
・
４
日
㈰
い

ず
れ
も
午
前
９
時
半
～
午
後
５

時
は
、
東
京
観
光
情
報
セ
ン
タ

ー
前（
都
庁
第
一
本
庁
舎
１
階
）

で
配
布
し
ま
す
。

k
８
月
１６
日
㈮
ま
で
に
①
が
同

公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
に（
必
着
）、

②
が
渋
谷
郵
便
局
に（
必
着
）、

募
集
案
内
に
同
封
の
申
込
用
紙

・
封
筒
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
郵
送
、
ま
た
は
都
営
住
宅
入

居
者
募
集
サ
イ
ト
で

l
同
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
☎
０３

・
３
４
９
８
・
８
８
９
４（
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、

８
月
１
日
㈭
～
１６
日
㈮
は
☎
０３

・
５
４
６
７
・
９
２
６
９
ま
た

は
☎
０
５
７
０
・
０
１
０
・
８

１
０（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
）

東京都住宅
供給公社n

都営住宅入居者
募集サイト

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
電
子
納
税

が
大
変
便
利
で
す

　
地
方
税
共
通
納
税
シ
ス
テ
ム

で
の
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
電
子
納
税
が

大
変
便
利
で
す
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
な
ど
で
の
納
付
や
ダ
イ
レ
ク

ト
納
付
に
加
え
て
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
納
付
も
可
能
で
す
。

　
詳
細
は
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
n
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

l
立
川
都
税
事
務
所
☎
０４２
・
５

２
３
・
３
１
７
１

eLTAXn

６
年
度
就
学
義
務
猶
予 

免
除
者
等
の
中
学
校
卒
業 

程
度
認
定
試
験
の
実
施

　
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
、
保
護
者
が
義
務
教

育
諸
学
校
に
就
学
さ
せ
る
義
務

を
猶
予
ま
た
は
免
除
さ
れ
た
方

な
ど
に
対
し
、
中
学
校
卒
業
程

度
の
学
力
が
あ
る
か
ど
う
か
を

認
定
す
る
た
め
の
認
定
試
験
を

文
部
科
学
省
が
実
施
し
ま
す
。

合
格
し
た
方
に
は
高
等
学
校
の

入
学
資
格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

◎
受
験
案
内
な
ど

受
験
案
内
配
布
期
間
８
月
３０
日

㈮
ま
で

受
験
案
内
配
布
場
所
都
教
育
庁

地
域
教
育
支
援
部
義
務
教
育
課

小
中
学
校
担
当（
新
宿
区
西
新

宿
２

−

８

−

１
、
都
庁
第
二
本

庁
舎
１６
階
北
側
）

l
同
課
☎
０３
・
５
３
２
０
・
６

７
５
２

◎
願
書
・
試
験
日
な
ど

願
書
受
付
期
間
８
月
３０
日
㈮
ま

で（
消
印
有
効
）

願
書
受
付
場
所
文
部
科
学
省
総

合
教
育
政
策
局
生
涯
学
習
推
進

課
認
定
試
験
第
二
係（
千
代
田

区
霞
が
関
３

−

２

−

２
）

試
験
期
日
１０
月
１７
日
㈭

合
格
発
表
１１
月
２６
日
㈫
に
結
果

通
知
発
送
予
定

試
験
科
目
国
語
・
社
会
・
数
学

・
理
科
・
外
国
語（
英
語
）

試
験
会
場
東
京
都
教
職
員
研
修

セ
ン
タ
ー（
文
京
区
本
郷
１

−

３

−

３
）

l
同
係
☎
０３
・
５
２
５
３
・
４

１
１
１（
内
線
２
６
４
３
・
２

０
２
４
）

都
立
東
久
留
米
総
合
高
校 

公
開
講
座「
簿
記
入
門
」

a
全
４
回
。
１０
月
６
日
・
１３
日

・
２０
日
・
２７
日
の
い
ず
れ
も
日

曜
日
午
前
１０
時
～
午
後
４
時

（
午
後
０
時
半
～
１
時
半
は
休

憩
時
間
）

b
都
立
東
久
留
米
総
合
高
等
学

校
内

f
１０
人（
応
募
多
数
の
場
合
は

抽
選
）

g
３
３
２
０
円（
受
講
料
・
テ

キ
ス
ト
代
）

k
８
月
３０
日
㈮
ま
で
に（
消
印

有
効
）、
往
復
は
が
き
に
郵
便

番
号・住
所・氏
名（
ふ
り
が
な
）

・
年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を

記
入
の
上
、
〒
２０３

−

０
０
５
２
、

幸
町
５

−

８

−

４６
、
都
立
東
久

留
米
総
合
高
等
学
校
公
開
講
座

宛
て
郵
送
を

l
同
校
☎
０４２
・
４
７
１
・
２
５

１
０

会 員 募 集
◆社交ダンス「enjoy」M.S＝a月 ２〜 ３
回。金曜日午前１０時〜１１時半他b市民プ
ラザ（市役所 １ 階）他g入会金１,０００円、
会費月３,０００円他j忙しい生活の合間に
A級の指導者のもとで楽しく健康に！ ９
月開始l村上☎０９０・９８１１・０６９９
◆健康野球ブラックキャッツ＝a毎週木
曜日午前 ８時半〜正午b滝山球場g会費
月１,０００円他j６０歳以上の高齢者同士が
紅白に分かれて走攻守の試合を楽しんで
ます。見学可l佐藤☎０９０・８００６・７８２３
◆日本空手道　禅空＝a毎週火曜〜土曜
日午後 ５時〜 ７時４０分b大門町 ２− ６−
２、鈴木中央ビル１０２g会費月７,０００円（同
一家族何人でも変わらず）j昨年設立さ
れたばかりのフルコンタクト空手道場で
すl鈴木☎０９０・５２１６・８８８１
◆前沢ときわ会＝a毎週木曜日午前１０時
〜正午他b西部地域センターg会費年
１,２００円他jカントリーダンス始めませ
んか。楽しく健康づくりしませんかl鈴
木☎０８０・６５２０・１１３３
◆仙武館空手道教室（松

しょう

涛
とう

館
かん

流）＝a毎週

日曜日午前１０時〜午後 ０時半他b南町小
学校g入会金５,０００円、会費月３,０００円他
j体験入門から始められて納得の上ご入
会下さい（小学生以上）l土居☎０４２・４７５
・９３７５
◆マーガレット・ダンスサークル＝a月
３回。 ９月以降の土曜日午後 ３時４０分〜
４時４０分b市民プラザ（市役所 １階）他g
会費 ３カ月７,０００円j社交ダンス初心者
講習会（ ３カ月）。プロの指導でワルツを。
初級者歓迎l横山☎０９０・６５１６・１９０５
◆東久留米自然ふれあいボランティア＝
a第 ２・第 ４・第 ５土曜日および土曜日
に活動がない金曜日午前 ９時〜午後 ３時
b市内の緑地保全地域などの雑木林g会
費年１,０００円jどなたでも参加できます。
詳しくは、くるくるチャンネルをl豊福
☎０４２・４７５・７６４３
◆東久留米市スポーツウエルネス吹矢協
会＝a毎週金曜日午前 ９時〜１１時他bス
ポーツセンター他g入会金１,０００円、会
費 １ 回２００円jスポーツウエルネス吹矢
式呼吸法で様々な健康効果が期待できま
すl土屋☎０９０・３３１４・０９０２
◆冨岡カラオケ教室＝a月 ２回。第 ２・
第 ４月曜日午前 ９時半〜１１時半b中央町
地区センターg入会金１,０００円、会費月
１,５００円j発声と歌の練習を楽しくして

います。気楽に見学に来て下さいlアオ
イ☎０９０・８８４３・１３３０
◆吹矢サークル風々＝a毎週火曜日午後
１時４０分〜 ３時５０分bスポーツセンター
g入会金５００円、会費月７５０円j的中した
時の爽快感、外した時の残念感、吹矢で
学ぶ呼吸と集中力l有松☎０４２・４２０・
７７３７

催 し
◆夏の平和朗読劇（市民朗読劇の会）＝a
８ 月１８日㈰午後 ２時開演（ １時半開場）b
市民プラザホール（市役所 １階）g無料j
市の平和行事として始まり、３０年目の平
和朗読劇。毎年市民参加ですl春田☎
０４２・４７３・０７６９
◆第２７回駅前夏祭り（東久留米駅前商店
会）＝a ８ 月 ３ 日㈯午後 ５ 時〜 ９ 時b東
久留米駅北口周辺jクルメイザーショー
やうちわの無料配布。こどもが喜ぶ催し
物が盛りだくさんl竹内☎０４２・４７１・
０００７
◆英会話カフェ（ウラウライングリッシ
ュ）＝a ８ 月 ４ 日㈰午後 １ 時半〜 ３ 時と
２５日㈰午前１０時半〜正午b前沢 ４丁目の
個人宅g参加費２,５００円（コーヒー＆ケー
キ付き）jネイティブスピーカーのリー
ドで楽しく英語でおしゃべりしましょう。

定員各 ７人l浦崎☎０９０・６１８４・６４３７
◆講演会「誰のための終活か？」（東久留
米市福島県人会）＝a ９ 月 ７ 日㈯午後 ２
時開会（ １時半開場）b成美教育文化会館
３ 階大研修室g参加費５００円jあなたの
終活は誰のためですか？終活の見えざる
本質についてl大矢☎０４２・４７５・８５３２
◆第２８回納涼盆踊り大会（下里ふるさと
の会）＝a ８ 月１０日㈯・１１日㈰いずれも
午後 ６時〜 ９時半b下里氷川神社l島﨑
☎０４２・４７１・１３８５
◆公開講演会「新しい騎馬民族説」（謎解
き・古代史の会）＝a ８ 月２９日㈭午後 ２
時〜 ４ 時b市民プラザホール（市役所 １
階）g参加費５００円j講師：槌田鉄男氏（古
代史研究家）。邪馬台国と纏

まき

向
むく

政権、三
世紀の日本が甦りますl斉藤☎０９０・
７２３５・４６４９
◆第５０回あじさい公園手作り盆踊りの夕
べ（あじさい公園手作り盆踊りの会）＝a
８ 月１６日㈮（宵祭）・１７日㈯（本祭）、いず
れも午後 ６ 時〜 ９ 時bあじさい公園（滝
山 ３ − ７）jどなた様も踊りにいらして
下さいl大谷☎０９０・５４９６・７５９０

市 民 伝 言 板

　広報ひがしくるめ「市民伝言板」の前期分（ ６年１０月 １ 日号分まで）を現在、
受け付けています。
　市民伝言板の申し込みは、原則、市nの申し込みフォームからの電子申請
となります。場所を問わずいつでも申し込み可能なため、ぜひご利用くださ
い。
　※郵送、電話、o、メールでの申し込みはできません。
　※�申し込みフォームでの申し込みが難しい方は、窓口でも受
け付けが可能です。

i市nで掲載にあたっての詳細を必ずご確認ください
l秘書広報課広報係☎０４２・４７０・７７０８ 市n

市民伝言板（前期分）の
申し込み受付中

6．8．1 7
官公署など
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